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富山県告示第332号 

   定款変更及び新規土地改良事業施行の認可について 

 杉原土地改良区から申請のあった定款変更及び黒田２期地区の新規土地改良事業 

施行については、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項及び同法第48 

条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により、平成30年６月18日認可 

した。 

  平成30年６月27日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

 

富山県告示第333号 

   堤防と道路との兼用工作物の管理について 

 河川法（昭和39年法律第 167号）第17条第１項の規定により次のとおり堤防と道 
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路との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第２項の規定に 

より公示する。 

 関係図書は、富山県土木部河川課及び富山県富山土木センター立山土木事務所に 

備え置いて縦覧に供する。 

  平成30年６月27日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 河川の名称 

  二級河川白岩川水系白岩川 

２ 河川管理施設の名称又は種類 

  左岸堤防 

３ 河川管理施設の位置 

  富山市水橋辻ヶ堂字山田割 121番５地先から富山市水橋畠等字花井 297番50地 

 先まで 

４ 管理を行う者の氏名及び住所 

  氏名 道路管理者 富山市 

  住所 富山市新桜町７番38号 

５ 管理の内容 

 ⑴ 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その 

  他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）の新設（道 

  路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持及び修繕 

 ⑵ 路肩に接する法面で、当該路肩から法長 1.0メートルまでの範囲内にあるも 

  のの維持 

 ⑶ 原則として道路専用施設に係る災害復旧 

６ 管理の期間 

  平成30年６月27日から道路の存続する日まで 

 

 

富山県告示第334号 

   指定障害児通所支援の事業の廃止について 
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 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の20第４項の規定により、次の 

とおり指定障害児通所支援の事業を廃止する旨の届出があったので、同法第21条の 

５の25第２号の規定により公示する。 

  平成30年６月27日 

                    富山県知事 石  井    一  

 

支援の種類 廃止年月日 事業所番号 
事業者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 

放課後等デ 
イサービス 

平成30年６ 
月30日 

1650100116 特定非営利 
活動法人ひ 
まわりの花 

富山市清水 
中町１番９ 
号 

ひまわり畑 富山市清水 
中町１番９ 
号 
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平成31年度富山県立総合衛生学院学生の募集 

 平成31年度富山県立総合衛生学院学生を次のとおり募集する。 

  平成30年６月27日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 募集定員 

 ⑴ 保健学科 25名（一般入試16名程度、学校推薦入試７名程度、社会人入試２ 

  名程度） 

 ⑵ 助産学科 15名（一般入試８名程度、県内学校推薦入試５名程度、県内病院 

  等推薦入試２名程度）  

２ 試験の日時及び場所 

 ⑴ 推薦による場合及び社会人の場合 
 

学科 区 分 日 時 場 所 

 
保健 

 筆記試験及 
び面接試験 

平成30年10月19日（金） 
午前９時から 富山市西長江二丁目２番78 

号 
 
富山県立総合衛生学院 

 
助産 

 

平成30年10月19日（金） 
午後１時30分から 

 ⑵ 一般の場合 
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学科 区 分 日 時 場 所 

保健 

 
筆記試験 

 

平成31年１月８日（火） 
午前10時50分から 

富山市西長江二丁目２番78 
号 
 
富山県立総合衛生学院 

 
面接試験 

 

平成31年１月９日（水） 
午前10時から 

助産 

 
筆記試験 

 

平成31年１月10日（木） 
午前10時50分から 

 
面接試験 

 

平成31年１月11日（金） 
午前10時から 

３ 出願手続 

 ⑴ 推薦による場合及び社会人の場合 

   平成30年９月18日（火）から平成30年９月27日（木）まで期間内必着で出願 

  書類を富山県立総合衛生学院に郵送すること。 

 ⑵ 一般の場合 

   平成30年11月28日（水）から平成30年12月６日（木）まで期間内必着で出願 

  書類を富山県立総合衛生学院に郵送すること。 

４ 合格発表 

 ⑴ 日時 
 

試験区分 保健学科 助産学科 

推薦による場合及び社 
会人の場合 

 
平成30年11月22日（木）午後２時（予定） 
 

一般の場合 
 
平成31年２月18日（月）午後２時（予定） 
 

 ⑵ 方法 

   合格者へ合格通知を郵送する。併せて合格者の受験番号を富山県立総合衛生 

  学院玄関前に掲示するとともに、富山県ホームページに掲載する。 

５ その他 

  詳細については、富山県立総合衛生学院（電話076-424-6551）に問い合わせる 

 こと。 
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富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  平成30年６月27日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 借入物品等の名称及び数量  

   可搬式防犯カメラシステム 一式 

 ⑵ 借入物品等の規格、機能、性能等  

   入札説明書による。 

 ⑶ 借入期間  

   平成30年10月１日から平成35年９月30日まで（60か月） 

 ⑷ 借入場所  

   入札説明書による。 

 ⑸ 借入条件 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格   

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成30年富山県告示第 182号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れている者であること。 

   なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に 

  係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平成30年富山県告示第 

  182号）第４の４に掲げる場所において随時申請を受け付けている。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札しようとする物品等の仕様が、入札 

  説明書に示した規格、機能、性能等に適合するものであることを証明する書類 
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  等（以下「応札仕様書等」という。）を提出期限までに、４⑴に掲げる入札書 

  の提出場所へ提出しなければならない。 

   なお、提出した応札仕様書等に関し、契約を担当する職員から説明を求めら 

  れた場合は、これに応じなければならない。 

 ⑵ 応札仕様書等の提出期限 

   平成30年７月９日 午後５時15分  

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ 

  先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部警務部会計課調度係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

   平成30年６月27日から同年７月４日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   平成30年７月20日 午前10時  

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着と 

  すること。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札日時 平成30年７月20日 午前10時 

 ⑵ 開札場所 〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

              富山県警察本部２階 研修室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いの下で行う。ただし、 

  開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４⑴の機 

  関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 
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  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

  ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、入札しようとする物品等の１か月分の賃借料の金 

  額とする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額 

を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する

金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、３の応札仕様書等の審査の結果この公告及び 

  入札説明書に示した物品等を納入できると認めた者であって、予定価格の制限 

  の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関

係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 
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富山県警察ネットワーク端末等設定業務委託に係る一般競争入札の実施 

 富山県警察ネットワーク端末等設定業務委託について、次のとおり一般競争入札 

を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定 

により公告する。 

  平成30年６月27日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   富山県警察ネットワーク端末等設定業務委託 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書による。 

 ⑶ 委託期間  

   契約締結の日から平成30年11月30日まで 

 ⑷ 委託業務の実施場所 

   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成30年富山県告示第 182号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富

山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ

れている者であること。 

 ⑶ 富山県内に事業所を有する者であること。 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

 ⑴ 本件入札に参加しようとする者は、入札説明書に定める提出書類（以下「応 

  札仕様書等」という。）を提出期限までに、４⑴に掲げる提出場所へ提出しな 

  ければならない。 

   なお、応札仕様書等に関し、契約を担当する職員から説明を求められた場合 

  は、これに応じなければならない。 
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 ⑵ 応札仕様書等の提出期限 

   平成30年７月10日 午後５時15分 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合 

  わせ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山県富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部警務部情報管理課企画係 

         電話 076-441-2211 

 ⑵ 入札説明書と仕様書の交付方法 

   平成30年６月27日から同年７月６日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場 

  所において希望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   平成30年７月17日 午前10時  

 ⑷ 入札書の提出方法 

   直接持参又は郵便（郵便による場合は、書留郵便とし、提出期限までに必着 

  とすること。） 

５ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 開札日時 平成30年７月17日 午前10時 

 ⑵ 開札場所 富山県富山市新総曲輪１番７号 

        富山県警察本部９階 901会議室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。ただし、 

  開札に立ち会うことのできない者は、開札日の前日までに、その旨を４⑴の機 

  関に届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 
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 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、受託に要する一切の費用を見積るものとする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額 

を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 108分の 100に相当する金

額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、３の応札仕様書等の審査の結果、この公告及 

び入札説明書に示した業務を履行できると認めた者であって、予定価格の制限

の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関

係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

 札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２ 

項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第３項において準 

用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦 
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覧に供する。 

  平成30年６月27日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 店舗の名称及び所在地 

  ウエルシア薬局氷見窪店 氷見市窪538番１ ほか 

２ 店舗を設置する者 ウエルシア薬局株式会社 

３ 変更事項 

 ⑴ 駐輪場の位置及び収容台数  

  （変更前）敷地東側 16台  

  （変更後）建物南西側ほか 16台 

４ 変更の日 平成30年７月５日 

５ 変更の理由 店舗計画変更のため 

６ 届出の日 平成30年６月18日 

７ 縦覧場所 富山県商工労働部商業まちづくり課 

８  縦覧期間 平成30年６月27日から平成30年10月29日まで 

９ その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部商業まちづくり課に提出することがで 

 きる。 

 ⑴氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） ⑵⑴の事 

 項の公表の可否 ⑶当該店舗の名称及び所在地 ⑷意見及びその理由 

 

 

富山県市町村職員共済組合公告 

  富山県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成29年度決算の要旨を 

公告する。 

  平成30年６月27日 

                  富山県市町村職員共済組合 
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                     理 事 長 髙  橋  正  樹  

 １ 組合に属する地方公共団体等の数は、次のとおりである。 
 

市 町 村 一部事務組合等 計 

10 4 1 15 30 

 

 ２ 組合員数及び標準報酬の月額は、次のとおりである。 

                             （単位：人、円） 

区  分 
種  別 組合員数 標準報酬の 

月   額 
１人当たり 
標準報酬月額 

一 般 組 合 員 
長 期 

11,566 
4,170,426,000 360,576 

短 期 4,352,736,000 376,339 

市町村長組合員 
長 期 

15 
9,300,000 620,000 

短 期 12,590,000 839,333 

特定消防組合員 
長 期 

1,228 
474,970,000 386,783 

短 期 474,970,000 386,783 

継続長期組合員 長 期 3 1,060,000 353,333 

小 計 
長 期 12,812 4,655,756,000 363,390 

短 期 12,809 4,840,296,000 377,882 

任意継続組合員 短 期 169 57,054,000 337,598 

合 計 
長 期 12,812 4,655,756,000 363,390 

短 期 12,978 4,897,350,000 377,358 

 

 ３ 組合職員の数は、次のとおりである。 

                                （単位：人） 

経理単位 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 計 

人  員     12     1     6     2     1     22 

                                                               

 ４ 各経理単位別収支状況は、次のとおりである。 

  損益計算書の要旨                      （単位：千円） 

経 理 区 分 短 期 
厚生年金 
保  険 

退 職 等 
年  金 

経 過 的 
長  期 

経過的長期 
預託金管理 

業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財形 

 
収 
 
 
 

負 担 金 3,294,983 10,359,665 539,214 63,760 － 150,160 129,543 － － － － 

掛金(組合員保険料) 3,340,071 6,407,427 539,208 － － － 125,929 － － － － 

施設収入・商品売上 － － － － － － － 226,116 － － － 

利息及び配当金 917 － － － 12,487 1,183 2,507 555 778,672 28,395 0 
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入 そ の 他 の 収 入 650,206 － － － － 75,067 － 450 － 173 － 

他経理からの繰入金 － － － － － 27,752 － 31,300 － － － 

前年度支払準備金 466,860 － － － － － － － － － － 

計 7,753,037 16,767,092 1,078,422 63,760 12,487 254,162 257,979 258,421 778,672 28,568 0 

 
 
 
 
 
支 
 
 
 
 
 
 
 

給 付 金 3,345,213 － － － － － － － － － － 

役 職 員 給 与 － － － － － 87,285 3,737 85,158 10,994 5,859 － 

旅 費 ・ 事 務 費 － － － － － 13,001 673 1,089 2,409 277 － 

商 品 仕 入 － － － － － － － 5,373 － － － 

飲 食 材 料 費 － － － － － － － 56,525 － － － 

委 託 費 － － － － － 4,095 1,624 41,749 － － － 

支 払 利 息 － － － － 12,487 － － － 777,583 12,486 － 

老 人 保 健 拠 出 金 18 － － － － － － － － － － 

退職者給付拠出金 90,678 － － － － － － － － － － 

前期高齢者納付金 1,157,112 － － － － － － － － － － 

後期高齢者支援金 1,519,073 － － － － － － － － － － 

 
 
 
 
 
出 

病 床 転 換 支 援 金 7 － － － － － － － － － － 

介 護 納 付 金 577,594 － － － － － － － － － － 

連 合 会 払 込 金 97,261 16,767,092 1,078,422 63,760 － 66,809 － － － 1,252 － 

 
 
 
 
出 
 
 

連 合 会 拠 出 金 335,497 － － － － － － － － － － 

連 合 会 分 担 金 － － － － － 24,886 3,148 － － － － 

他経理への繰入金 27,752 － － － － － 31,300 － － － － 

そ の 他 の 支 出 － － － － － 36,798 212,188 114,327 4,879 2,576 － 

次年度支払準備金 469,013 － － － － － － － － － － 

計 7,619,218 16,767,092 1,078,422 63,760 12,487 232,874 252,670 304,221 795,865 22,450 0 

差引当期利益金又は 
当期損失金（△） 133,819 0 0 0 0 21,288 5,309 △ 45,800 △ 17,193 6,118 0 

 

  貸借対照表の要旨                      （単位：千円） 

経 理 区 分 短 期 
厚生年金 
保  険 

退 職 等 
年  金 

経 過 的 
長  期 

経過的長期 
預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財形 

資 
産 

流 動 資 産 2,751,134 1,028,678 70,561 545 25,722 375,086 765,067 474,943 1,895,637 41,233 348 

固 定 資 産 － － － － 511,828 915 － 1,005,437 54,679,076 1,126,580 － 

繰 延 資 産 － － － － － － － － － － － 

資 産 合 計 2,751,134 1,028,678 70,561 545 537,550 376,001 765,067 1,480,380 56,574,713 1,167,813 348 

負 
 
債 

流 動 負 債 1 1,028,678 70,561 545 － 3,494 24,268 18,883 50,349,019 1 － 

固 定 負 債 469,013 － － － 537,550 41,844 250 8,274 14,960 552,208 － 

負 債 合 計 469,014 1,028,678 70,561 545 537,550 45,338 24,518 27,157 50,363,979 552,209 0 

純 
資 
産 

資 本 剰 余 金 － － － － － － － 2,225,260 － － － 

利 益 剰 余 金 2,282,120 － － － － 330,663 740,549 － 6,210,734 615,604 348 

欠 損 金 － － － － － － － 772,037 － － － 

純 資 産 合 計 2,282,120 0 0 0 0 330,663 740,549 1,453,223 6,210,734 615,604 348 

負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,751,134 1,028,678 70,561 545 537,550 376,001 765,067 1,480,380 56,574,713 1,167,813 348 
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